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「久喜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を

定める条例」の改正方針（案） 

 

１．条例改正の趣旨 

  今回改正を予定している「久喜市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備、運営等に関する基準を定める条例」（以下「本条例」という。）は、こ

れまでに介護保険法等に定められていた地域密着型サービス事業者の指定に

関する一部の基準や厚生労働省令で定められていた介護サービスに係る基準

を、都道府県や市町村の条例で定めることとされたことから、これを受けて

平成２５年４月１日より施行したものです。 

  その後、平成２６年度の介護保険法改正により、従来都道府県が所管して

いた通所介護事業所のうち少人数のものについて、生活圏域に密着したサー

ビスであることから、地域との連携や運営の透明性の確保、また、市町村が

地域包括ケアシステムの構築を図る観点から整合性のあるサービス基盤の整

備を行う必要があるため、地域密着型サービスの中に位置づけられることと

なりました。 

このため、平成２８年４月１日から「地域密着型通所介護サービス」とし

て新たに定員１８人以下の通所介護事業所の指定・指導監督権限が市町村に

移管されることとなり、合わせて厚生労働省令で定めていた通所介護事業所

に関する基準のうち地域密着型通所介護サービスに関する部分を市町村の条

例で定めることとなったことから、今回本条例につき所要の改正を行うもの

です。 

 

○ 介護サービスに関する基準の条例制定の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治体条例（具体的基準を制定）  

 

 

 

 

 

 

 

         今回改正必要 

 

厚生労働省令（条例制定の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

H26 法改正 

居宅サービス基準省令 

施設サービス基準省令 

 

 

地域密着型サービス基準省令 

県・政令市・中核市が条例で

制定 

 

 

市町村が条例で制定 

通所介護（デイサービス） 

地域密着型通所介護 

定員 18 人以下デイ 

通所介護（デイサービス） 

地域密着型通所介護 

定員 18 人以下デイ 

資料２ 
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○ 通所介護事業所の制度改正の概略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地方自治体の条例制定についての国の考え方 

現行の厚生労働省令に規定するすべての基準は、法令上、その内容によっ

て、以下の３つに分けられ、それぞれでの基準で許容される範囲内で条例を

制定しなければならないものとされています。 

 

①従うべき基準 ：条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければな

らない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実用

に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる

内容を定めることは許されないもの。 

          

②標準     ：法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な

理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異

なる内容を定めることが許容されるもの。 

 

③参酌すべき基準：地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の

実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるも

の。 

①②以外の規定はすべて参酌すべき基準となります。 

 

  
通常のデイサービス 

定員18人以下のデイサービス 

 

認知症対応型通所介護（認知症デイ）  

通常のデイサービス 

 

通常のデイサービスのサテライト 

地域密着型通所介護 

小規模多機能型居宅介護のサテライト  
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◆地域密着型通所介護 基準内容一覧 

大項目 項目 基準 

基本方針 参酌 

人員基準 
従業者の員数 従うべき 

管理者 

設備基準 設備の内容 参酌 

運営基準 

利用料等の受領 

参酌 

基本取扱方針 

介護計画の作成 

サービス提供困難時の対応 

受給資格等の確認 

要介護認定の申請に係る援助 

心身の状況の把握 

居宅介護支援事業者等との連携 

サービスの提供の記録 

緊急時等の対応 

管理者の責務  

居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

苦情処理 

地域との連携 

運営規程 

勤務体制の確保等 

定員の遵守 

非常災害対策 

衛生管理等 

記録の整備 

内容・手続きの説明と同意 

従うべき 
提供拒否の禁止 

事故発生時の対応 

秘密保持等 
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３．条例制定における本市の考え方 

 ① 基本方針 

   本市の条例制定にあたっては、従来の基準に則り各事業所が適切に運営

されていることから、国の条例制定における基準を踏まえ、本市で定める

べきと考えられる後述の独自基準を除き、現行の基準どおりに条例を制定

します。 

 ② 久喜市の独自基準 

   本市が独自に基準を定める必要があると考えられる項目について、以下

のとおり条例に規定します。 

項番 内容 理由 対象サービス 

１ 介護給付費請求の根拠となる

書類の保存期間を「５年間」と

する。 

介護サービス事業所の過誤

請求があったとき、消滅時効

の年限である過去 5 年間ま

で行う遡及請求の実効性を

確保するため。 

地域密着型通

所介護 

 

 

４． 根拠法令 

① 介護保険法第78 条の４ 

（指定地域密着型サービスの事業の基準） 

第78 条の４ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、

市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域

密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営

に関する基準は、市町村の条例で定める。 

３ 市町村が前２項の条例を定めるに当たっては、第１号から第４号までに掲げ

る事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第５号

に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるもの

とし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものと

する。 

（１）指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の

員数 

（２）指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積 

（３）小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定 

員 

（４）指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は
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入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並び

に秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの 

（５）指定地域密着型サービスの事業（第３号に規定する事業を除く。）に係

る利用定員 

４～８ 略 

 

② 平成11年厚生労働省令第37号 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 

③ 平成18 年厚生労働省令第34 号 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 

④ 平成 25年久喜市条例第 9号 

久喜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準

を定める条例 

 


